
1
9
9
4

年
6
月
、
我

が
地
区
医
師

会
総
会
で
決

議
文
を
出
し
た
い
と
、
会
長
か

ら
庶
務
担
当
の
私
に
草
案
執
筆

の
指
示
が
出
た
。
社
会
保
障
・

医
療
関
連
問
題
で
の
対
政
府
・

自
治
体
へ
の
当
然
要
求
課
題
は

別
と
し
て
、
世
界
的
問
題
は
人

口
爆
発
・
食
糧
難
で
す
か
と
問

う
と
、
い
や
、
む
し
ろ
我
が
国

は
少
子
高
齢
化
に
入
り
、
地
域

で
の
地
場
産
業
の
衰
退
、
就

業
・
就
職
難
か
ら
若
年
者
・
労

働
人
口
の
大
都
市
へ
の
流
出

で
、
人
口
減
少
、
地
域
衰
退
の

方
向
と
の
回
答
意
見
で
あ
っ
た

▼
30
年
後
は
2
0
2
4
年
8

月
、
某
病
院
運
営
協
議
会
に
出

席
し
た
。
院
長
の
報
告
講
演
で

は
新
型
コ
ロ
ナ
蔓
延
以
降
、
救

急
受
診
・
救
急
入
院
患
者
数
の

回
復
が
思
わ
し
く
な
く
、
現
在

の
病
院
救
急
応
需
体
制
の
減
退

を
心
配
し
、
復
活
画
策
実
行
中

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
近
隣
地
区
で
の
競
合
関
係
の

増
加
の
問
題
も
あ
ろ
う
▼
某
市

を
中
心
と
す
る
Ｙ
北
医
療
圏
4

市
3
町
に
、
今
や
、
こ
の
少
子

高
齢
化
・
人
口
減
少
が
生
じ
て

き
た
結
果
、
対
象
患
者
の
減
少

も
生
じ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い

か
と
質
問
し
た
が
、
高
齢
者
の

呼
吸
器
疾
患
の
救
急
受
診
の
減

少
は
な
い
の
で
、
時
期
的
に
は

ま
だ
そ
こ
に
至
る
ま
い
と
の
回

答
で
あ
っ
た
▼
し
か
し
、
そ
う

で
あ
っ
て
も
、
高
齢
者
の
粗
死

亡
率
は
若
年
者
の
そ
れ
に
比
し

高
く
、
粗
出
生
率
も
高
く
は
な

い
の
で
、
や
が
て
は
ホ
モ
・
サ

ピ
エ
ン
ス
の
滅
亡
化
社
会
を
迎

え
る
の
か
と
も
心
配
に
な
っ
た

（
原
俊
彦
『
サ
ピ
エ
ン
ス
減
少
』

（
岩
波
新
書
新
赤
版
1
9
6

5
））。

（
卯
蛍
）

ほんとに大丈夫？ マイナ保険証ほんとに大丈夫？ マイナ保険証

　
こ
の
と
こ
ろ
、

自
民
党
の
総
裁
選

挙
が
に
ぎ
や
か
で

あ
る
。
私
た
ち
保

険
医
は
保
険
証
廃

止
に
反
対
で
あ
る

が
、
約
1
年
前
か
ら
急
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
推
進
の
流
れ

が
強
く
な
っ
た
。
総
裁
候
補
者

の
1
人
某
デ
ジ
タ
ル
大
臣
も
、

当
然
の
よ
う
に
推
し
進
め
て
い

る
。
こ
こ
に
き
て
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
不
都
合
な
点
が

世
間
に
現
れ
て
き
た
。
わ
れ
わ

れ
医
師
に
と
っ
て
も
、
開
業
医

で
あ
れ
ば
、
顔
認
証
付
き
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ー
の
申
し
込
み
に
始

ま
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
改
修
で
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
の

端
緒
に
た
ど
り
着
き
、
か
か
っ

た
費
用
の
補
助
金
申
請
ま
で
必

要
に
な
る
。
こ
の
間
の
日
程
が

非
常
に
タ
イ
ト
で
、
ア
ン
テ
ナ

を
巧
妙
に
張
り
巡
ら
し
て
い
な

い
と
、
つ
い
う
っ
か
り
し
て
見

逃
し
、
補
助
金
申
請
が
で
き
な

か
っ
た
り
、
申
し
込
み
が
で
き

な
か
っ
た
り
す
る
。
開
業
医
に

と
っ
て
厳
し
い
試
練
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
義
務
化
は
や
か
ま
し
く
、

い
ろ
い
ろ
な
手
段
で
異
常
に
思

え
る
ほ
ど
に
喧
伝
し
て
い
る
。

こ
れ
は
以
前
に
も
述
べ
た
が
、

国
に
と
っ
て
政
策
上
、
何
か
余

程
都
合
の
良
い
制
度
で
は
な
い

か
。
本
当
に
個
人
の
た
め
に
つ

な
が
る
か
、
慎
重
に
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
国
に
個
人
の

情
報
ま
で
統
制
さ
れ
て
は
た
ま

ら
な
い
。
個
人
情
報
が
I
C

チ
ッ
プ
の
解
析
で
丸
裸
に
さ
れ

か
ね
な
い
。
個
人
資
産
な
ど
の

経
済
状
態
が
筒
抜
け
に
な
り
、

悪
用
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

そ
こ
は
政
府
を
信
じ
て
や
っ
て

み
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今

ま
で
の
経
験
上
、
信
用
を
裏
切

る
こ
と
は
当
然
あ
る
こ
と
で
、

危
険
な
感
じ
が
す
る
。
国
の
た

め
に
死
ね
と
平
気
で
国
家
が
国

民
に
命
じ
た
歴
史
が
あ
る
。
そ

れ
か
ら
75
余
年
し
か
経
っ
て
い

な
い
。

　
正
直
の
と
こ
ろ
、
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
の
導
入
の
メ
ー
ル

が
連
日
押
し
寄
せ
や
か
ま
し

い
。
も
は
や
こ
こ
に
き
て
反
対

し
て
も
遅
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
今
こ
そ
、
保
険
医
協
会
が

一
団
と
な
っ
て
、
多
少
の
不
都

合
ぐ
ら
い
と
目
を
つ
ぶ
る
こ
と

な
く
、
も
う
一
度
振
り
返
っ
て

み
る
必
要
が
あ
る
。
最
近
テ
レ

ビ
な
ど
で
、
あ
れ
こ
ん
な
人
が

と
い
っ
た
特
徴
の
あ
る
俳
優
を

使
っ
て
上
手
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
宣
伝
し
て
い
る
。
保

険
証
の
代
わ
り
に
な
る
と
か
、

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
推
し
進
め

て
そ
の
資
格
確
認
に
必
須
で
あ

る
と
か
。
当
初
、
あ
る
と
便
利

と
宣
伝
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

な
い
と
不
便
と
し
て
事
実
上
強

制
・
義
務
化
の
流
れ
に
あ
る
。

こ
こ
ま
で
手
を
変
え
品
を
変

え
、
政
府
が
宣
伝
す
る
か
ら
に

は
き
っ
と
何
か
裏
が
あ
り
は
し

な
い
か
と
、
つ
い
危
惧
し
て
し

ま
う
。
国
は
個
人
情
報
を
管
理

し
た
い
の
で
あ
る
。
保
険
医
協

会
は
こ
の
個
人
情
報
の
漏
洩
か

ら
身
を
守
り
、
権
利
の
保
護
を

周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
考
え
を
蔑
ろ
に
す
る
シ
ス

テ
ム
や
風
潮
は
残
念
な
が
ら
、

今
も
連
綿
と
続
い
て
い
る
。

　
今
、
私
た
ち
は
柔
ら
か
い
精

神
を
失
っ
て
は
い
な
い
か
。
ほ

ぼ
決
ま
っ
て
い
て
も
、
昔
某
政

党
の
委
員
長
が
言
っ
た
よ
う
に

「
だ
め
な
も
の
は
だ
め
」（
あ
の

頃
は
社
会
党
も
有
意
義
で
元
気

が
あ
っ
た
）
と
言
い
切
り
た
い

も
の
で
あ
る
。

マ
イ
ナ
「
だ
め
な
も
の
は
だ
め
」

柔
ら
か
い
精
神
を
決
し
て
失
わ
ず

　
定
期
総
会
（
7
月
28
日
開

催
）
で
実
施
し
た
「
今
次
診
療

報
酬
改
定
で
『
痛
か
っ
た
』
こ

と
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
を
受
け
て
、
協
会
は
9
月
12

日
、「
24
年
度
診
療
報
酬
の
再

改
定
お
よ
び
不
合
理
是
正
に
関

す
る
改
善
要
望
書
」
を
厚
労
省

三
役
、
衆
参
厚
労
委
員
、
中
医

協
会
長
、
全
委
員
に
送
付
。
要

望
は
以
下
9
項
目
。

　
⑴
医
療
従
事
者
の
給
与
引

き
上
げ
、
処
遇
改
善
の
た
め
の

初
・
再
診
料
の
大
幅
引
き
上
げ

　
協
会
は
8
月
28
日
、「
重
症

度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
の
該

当
患
者
割
合
基
準
に
係
る
緊
急

要
請
」
を
岸
田
首
相
、
武
見
厚

労
相
、
中
医
協
委
員
ら
に
提
出

し
た
。

8
月
21
〜
27
日
に
、
京
都
府

内
の
「
急
性
期
一
般
入
院
料
1

（
7
対
1
）」
届
出
の
全
病
院

（
32
病
院
）
を
対
象
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
「
第
11
波
」
に

お
け
る
コ
ロ
ナ
患
者
の
受
け
入

れ
状
況
と
、
24
年
度
診
療
報
酬

改
定
の
経
過
措
置
期
限
が
9
月

末
に
迫
る
、
重
症
度
、
医
療
・

看
護
必
要
度
の
施
設
基
準
へ
の

影
響
等
に
つ
い
て
尋
ね
、
20
病

院
か
ら
回
答
を
得
た
（
回
答
率

63
％
）。

　
調
査
で
は
、
回
答
を
寄
せ
た

全
病
院
で
コ
ロ
ナ
患
者
を
受
け

入
れ
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
患
者
受

け
入
れ
に
よ
り
、
急
性
期
一
般

入
院
料
1
の
重
症
度
、
医
療
・

看
護
必
要
度
の
該
当
患
者
割
合

基
準
に
影
響
が
出
て
い
る
病
院

が
4
分
の
1
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
患
者
受

け
入
れ
時
の
施
設
基
準
の
特
例

の
取
扱
い
を
求
め
る
回
答
が
多

く
寄
せ
ら
れ
た
た
め
、
今
回
の

要
請
と
な
っ
た
。

　
要
請
で
は
、
▽
コ
ロ
ナ
患
者

を
受
け
入
れ
た
場
合
に
は
（
期

間
に
お
い
て
は
）、
重
症
度
、

医
療
・
看
護
必
要
度
の
該
当
患

者
割
合
を
満
た
す
と
み
な
す
施

設
基
準
の
特
例
（
臨
時
的
取
扱

い
）
の
創
設
▽
24
年
度
診
療
報

酬
改
定
に
よ
る
重
症
度
、
医

療
・
看
護
必
要
度
に
係
る
施
設

基
準
の
経
過
措
置
期
限
の
9
月

末
か
ら
の
延
長
▽
重
症
度
、
医

療
・
看
護
必
要
度
の
評
価
の
対

象
か
ら
コ
ロ
ナ
患
者
を
除
外
―

の
3
項
目
を
要
請
し
た
。

　
今
回
の
調
査
結
果
と
緊
急
要

請
書
は
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

紹
介
し
て
い
る
。

https://wp.me/pcX6Kq-csr

　　なくしたらあかんやろ健康保険証
日　時 10月26日（土）14時～16時
場　所 京都弁護士会館 地階大ホール（定員100人）＋ウェブ配信
講　演 荻原 博子氏（経済ジャーナリスト）
共　催 京都弁護士会、京都府保険医協会、京都府歯科保険医協会、日本弁護士連合会

　政府が健康保険証を廃止すると決定した12月２日
が間近に迫っています。官民あげての集中取組月間を
行ってもなお、マイナ保険証の利用率は低迷していま
す。本当にこのまま健康保険証をなくしてしまってい
いのでしょうか。荻原博子さんの講演と、法律の問
題、医療の現場、福祉の現場からの発言で考えます。

参加費無料
（事前申込不要）

　

⑵
生
活
習
慣
病
管
理
料

（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）
の
不
合
理
是
正

　
⑶
特
処
1
（
18
点
）
復
活
、

従
来
の
2
の
引
き
下
げ
撤
回

　
⑷
薬
剤
情
報
提
供
料
、
処

方
箋
料
の
引
き
下
げ
撤
回

　
⑸
緊
急
往
診
加
算
等
の
患

者
要
件
撤
廃

　
⑹
在
医
総
管
・
施
設
総
管
、

眼
底
三
次
元
画
像
解
析
、
細
隙

灯
顕
微
鏡
検
査
（
前
眼
部
お
よ

び
後
眼
部
）、
通
院
・
在
宅
精

神
療
法
の
「
ハ
」
の
「
30
分
未

満
」
と
20
歳
未
満
加
算
、
人
工

腎
臓
、
耳
垢
塞
栓
除
去
、
ト
リ

ガ
ー
ポ
イ
ン
ト
注
射
の
引
き
下

げ
撤
回

　

⑺
「
重
症
度
、
医
療
・
看

護
必
要
度
」
の
評
価
法
の
見
直

し
、
平
均
在
院
日
数
短
縮
は
2

年
以
上
の
経
過
措
置

　

⑻C
O
V
ID
－

19
の
抗
原

検
査
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
出
来
高

算
定
（
検
査
料
包
括
の
入
院

料
、医
学
管
理
料
の
包
括
外
に
）

　
⑼
「
長
期
収
載
医
薬
品
の

選
定
療
養
化
」
の
中
止
。
選
定

療
養
適
用
外
と
な
る
生
活
保
護

受
給
者
へ
の
政
府
・
自
治
体
の

責
任
に
よ
る
分
か
り
や
す
い
説

明
お
詫
び
と
訂
正

　
本
紙
第
3
1
7
7
号
2
面
に

掲
載
し
た
先
述
の
ア
ン
ケ
ー
ト

の
数
値
に
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
。
正
し
い
結
果
は
本
号
付
録

『
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
№
3
3

7
』
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

初・再診料の大幅引き上げを
24年度改定で改善要求

病
院
25
％
で
施
設
基
準
に
影
響

看
護
必
要
度
基
準
で
緊
急
要
請

総
会
ア
ン
ケ
ー
ト
を
受
け
て

病
院
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

市民フォーラム

当日のウェブ参加は
こちらから▶

2 0 2 4 年 (令和 6年) 9 月 2 5 日 第 3 1 7 8 号京 都 保 険 医 新 聞( 1 ) 毎月10日･25日発行

主な内容

協会サイト：https://healthnet.jp（会員専用ログイン ID：kyohoi  パスワード：soud@nsiyou!）　　アミスサイト：https://amis.kyoto

●医師賠償責任保険
● 休業補償制度
（所得補償、傷害疾病保険）
●針刺し事故等補償プラン
● 自動車保険・火災保険

TEL 075-212-0303

ご用命は

アミスアミス まで

政
策
解
説

「
療
養
の
給
付
と
診
療
報
酬
制
度
の
意
味
」（
2
面
）

「
あ
い
さ
つ
は
こ
こ
ま
で
変
わ
る
」接
遇
研
修
（
4
面
）

大
盛
況
の
物
産
展
復
興
支
援
を
再
開
（
4
面
）



　2024年度診療報酬改定で新設された「外来・在宅
ベースアップ評価料」や「医療ＤＸ推進体制整備加
算」に対する違和感は、今日の診療報酬制度が国に
とってどのような意味を持たされているのかという根
本問題に関わるものと考えられる。本稿ではその違和
感を入口にあらためて「診療報酬制度」と「療養の給
付」の意義を再確認する。

違和感のある二つの新報酬の概要

　初めに二つの新たな報酬の概要をおさらいしてお
く。
　「外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ・Ⅱ」は、医師
（ならびに歯科医師）を除く医療従事者の「賃上げ」
を目的とし、それ以外の使途を認めない。診療所では
2023年度比1.2％、有床診・病院では2.3％以上の賃上
げを事実上目標とする。算定には届出が必要であり、
対象職員の賃金改善を実施することが要件である。届
出内容は直近１年間の「対象職員の給与総額」や直近
３カ月における１月当たりの初診料等の算定回数を計
算させる等、煩雑である。結果、算定できるのは「Ⅰ」
の場合、初診時６点、再診時２点。実績報告も求めら
れる。
　「医療ＤＸ推進体制整備加算」（８点）は、オンライ
ン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実
際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処
方箋および電子カルテ情報共有サービスの導入等の体
制整備を評価するものである。

診療報酬のいくつかの「定義」に照らして
考える

　厚生労働省は診療報酬を「保険医療機関および保険
薬局が保険医療サービスに対する対価として保険者か
ら受け取る報酬」１と定義している。学術的には「医
療従事者の労働の対価であるとともに、国民が受ける
医療サービスの基準であり、また、地域医療確保の原
資である」２と定義する文献もある。
　京都府保険医協会は「診療報酬改革への保険医から
の提言―我々の求める診療報酬体系」（2000年５月19
日）において、「現在の診療報酬体系は、1961年に国
民皆保険の実現をひかえた、1958年の新医療費体系の
創設、すなわち『健康保険法の規定による療養に要す
る費用の算定方法』（昭和33年厚生省告示第177号）に
よる診療報酬点数の設定が起点となっている。…（中
略）/診療報酬は、a.医療機関の経営を全体として補
填するという性格―経済的側面と、b.医療技術の（相
対）評価の体系という性格―技術的側面（『医療の経
済学』p96・広井良典著/日本経済新聞社1994年刊よ
り）の二側面を持つというが、これまでの改定は人件
費、物価などの経済変動に対応するという側面より
は、医療技術評価の体系を組み替え、その重点を移し
ていくことで、医療経済の枠と医療水準の向上との妥
協を図るものだったといえる」と指摘している。

　しかるに、先に提示した二つの新報酬はこれまで診
療報酬かくあるべきと捉えられてきた共通的合意点か
らは大きくはみ出したものと指摘せざるを得ない。
　まず厚労省の言う「保険医療サービスに対する対
価」には当てはまらない。医療従事者の賃上げやオン
ライン資格確認による情報共有の推進は「保険医療
サービス」自体とは到底言えないからである。
　また「医療従事者の労働の対価」「国民が受ける医
療サービスの基準」「地域医療確保の原資」のいずれ
にも当てはまらない。ベースアップ評価料は医療従事
者の賃金アップに「使途を制限」した報酬であり、協
会が指摘した「医療機関の経営を全体として補填する
という性格」に則っておらず、あくまで個々の従事者
の賃金補填以上の意味を持っていない。
　「医療サービス」とは医療従事者の労働＝「医療労
働」の生み出す専門的、技術的サービスである３。し
たがって診療報酬で保障すべき医療従事者の労働の対
価とは医療サービスそのものであり、個々の賃金に矮
小化できるものではない。本来、個々の従事者の賃金
水準は労使交渉を通じて「合意」されるべきものであ
り、国家による根拠なき過度な介入は厳に慎まれるべ
きである。政府の関与の拡大は、医療機関経営者の経
営上の創意工夫の余地を狭める。中医協委員を務める
尾形裕也氏（九州大学名誉教授）の「財政は公的に、
サービス提供は民間主導で…という形でこれまで一定
の成果をあげてきたわが国の医療のあり方を踏まえれ
ば…問題が多い政策」４との指摘は正鵠を得ている。
　このように二つの新報酬は従来の改定内容にはない
重大な問題を孕んでいるのである。

療養の給付とは直接関係のない国策推進に
保険財源を利用

　一方で2024年改定における開業医に対する経済的い
じめを象徴する改定である「特定疾患療養管理料」の
対象疾患からの高血圧・脂質異常症・糖尿病の除外
は、腹立たしい内容ではあるが「医療経済の枠と医療
水準の向上との妥協を図る」という旧来からの手法に
よるものと言えよう。ただしこれも、協会が2024年の
第77回定期総会の「情勢報告」で指摘したように、小
泉政権以降の「骨太の方針」の不可侵化＝経済財政の
中央統制化が進み、主なステークホルダーが軒並み政
権に従い、中医協も著しく地位を低下させている。こ
うした状況にあって政権の思惑が診療報酬改定にたや
すく、直接的に持ち込まれる状況になっているからこ
そ起こっている事態であることは確認しておく必要が
ある。
　さて周知の通り、「ベースアップ評価料」は岸田政
権の「新しい資本主義」における「賃上げ要請」に呼
応したものである。政権の賃上げ政策の評価はさて置
いたとして、重要なのは政権の政策実現のためにのみ
作られた報酬という点である。
　一方の「医療ＤＸ推進体制整備加算」はその名の通

り、国の推進する医療ＤＸに医療機関を動員するもの
である。
　つまり2024年度改定とは「療養の給付」の財源を削
り、療養の給付とは直接関係のない国策推進に保険財
源が利用される悪しき前例になり得る。この点を突か
ずして、今日の診療報酬改善の運動は成り立たない。

療養の給付を縮小し、財源を国策に流用
することは許されない

　「療養の給付」の意義を再確認せねばならない。
　国民皆保険体制の原則の一つである「療養の給付」
は、医療保険からの給付を療養費（現金）で給付する
のではなく「現物給付」することで「転帰」（医療上
の結末）に至るまでの給付を完全に保障するものであ
る。すなわち「必要充足原則」を体現したものである５。
　医師の専門的判断に基づいて必要な医療は必要なだ
け全て保険給付される仕組みがあってこそ、保険医は
患者の生命を守ることができる。
　国は診療報酬の出来高払いを嫌悪して「包括払い
化」を進め、さらに保険外併用療養費を活用し、療養
の給付をやせ細らせ、混合診療の本格推進さえ視野に
入れている。
　療養の給付を抑制する一方で、医療サービスと直接
関係のない国策の推進に診療報酬財源を流用し、さら
にそれを通じて医師・医療従事者が動員されている。
このようなあり方自体を転換するにはまず医師自身が
声を上げねばならない。
　京都府保険医協会は2000年の提言で「我々の求める
診療報酬体系」を構想した。そこでは診療報酬制度の
改善に必要なこととして、①人材の保障②モノと施設
の保障③アクセスの保障④最適性の保障⑤安心と安全
の保障⑥情報と責任の共有―その実現のため、（当時
課題であった）一般・老人点数の一本化、技術と管理
と材料の分離評価、出来高払制原則、技術的評価にお
ける医学的根拠の検討、情報提供基盤整備に対する評
価、二階建て混合診療の禁止を視野に入れた体系改革
が必要であると述べた。
　提言から24年が経過し、診療報酬制度を含む公的医
療保険制度をめぐる政治状況は大きく変化した。医師
側からあらためて診療報酬制度の抜本改革を訴えねば
ならない時である。その前提として、今回の診療報酬
改定の「再改定」を求める運動提起が急がれる。
 （政策部会）

政
策
解
説

１ 　厚生労働省ホームページ　「診療報酬について」（2024年７月
31日閲覧）
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken01/
iryouhoken01/dl/01b.pdf
２　社会福祉辞典（大月書店刊）。朝日健二氏の定義。
３　社会福祉辞典（大月書店刊）。日野秀逸氏の定義。
４ 　「第122回『虎に翼』及び診療報酬改定の『変質』をめぐっ
て」MEDIFAX digest（2024年６月17日）
５ 　二宮厚美・福祉国家構想研究会編『誰でも安心できる医療
保障へ』より（大月書店刊）

療養の給付と診療報酬制度の意味を療養の給付と診療報酬制度の意味を
再確認する再確認する 　 医療サービスの保障を前進させるために医療サービスの保障を前進させるために
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特
定
疾
患
処
方
管
理
加
算
に
つ
い
て

記帳と試算表と経営戦略！
　医院の経営戦略や方針を考えるためには経営状況の把握が必要です。そのために
日々の記帳と試算表の読み解きが重要になります。経営戦略資料として試算表を活
用するポイントを解説します。

日　時 10月16日 （水） 14時～16時
場　所 京都府保険医協会・会議室
講　師 公認会計士　山口 美賀 氏
参加費 1,000円 ※当日徴収

日　時   10月 5 日 （土）  
15時30分～18時

場　所   京都府保険医協会・
会議室

次　第

① 保険医協会からの情報提供
②症例検討会
③ 学術講演「病院前救急診療の現状
―救命率向上に向けた取り組み―」
滋賀医科大学医学部救急集中治療医学
講座教授、同大学医学部附属病院救急・
集中治療部部長 塩見 直人 氏

※ 日医生涯教育講座カリキュラムコー
ド：44心肺停止1.0単位

参加費 1,000円
共　催   京都外科医会

京都府保険医協会
京都外科医会非会員で参加希望の方は 
京都府保険医協会（☎075-212-8877）まで

A

505505

医院経営講習会

外科診療内容向上会

※ 作品は後日発送（宅配便にて着払い）。※ 作品は後日発送（宅配便にて着払い）。

参加費

定員

場所文化企画

陶芸教室

10：30～
12：30

エクシブ京都 八瀬離宮「陶芸 和楽」

2,200円（当日、受付で徴収）

左京区八瀬野瀬町74-1 ☎075-707-2888
※叡山電車「八瀬比叡山口駅」下車すぐ。
※ 送迎バス10時発（地下鉄「国際会館駅」３番
出口より東へ30ｍ、南側に停車）。
※自家用車の場合、駐車場あり。

※ 先着順。要申込。※ 先着順。要申込。
定員に達し次第締切。定員に達し次第締切。

12人
お申込は
こちらから

お申込は
こちらから

106日

京
都
橘
大
学
教
授
　
岡
田
知
弘

対
抗
軸

対
抗
軸
をを

探
る
探
る
9

Ｑ
、
生
活
習
慣
病
管
理
料

（
Ⅰ
）
ま
た
は
（
Ⅱ
）
を
算
定

し
た
月
に
お
い
て
、
当
該
算
定

日
と
は
別
日
に
、
同
一
医
療
機

関
で
同
一
患
者
に
特
定
疾
患
処

方
管
理
加
算
（
特
処
）
の
算
定

は
可
能
か
。

Ａ
、
算
定
で
き
ま
せ
ん
。
厚

労
省
か
ら
8
月
29
日
付
で
、
生

活
習
慣
病
管
理
料
（
Ⅰ
）
ま
た

24
年
10
月

理
事
会
の
開
催
予
定

第
8
回
理
事
会

10
月
22
日
（
火
）
14
時
〜

　
そ
の
国
の
福
祉
の
真
の
水
準

は
、
大
災
害
時
に
顕
著
に
表
れ

る
。
本
年
元
日
に
発
災
し
た
能

登
半
島
地
震
直
後
に
お
け
る
奥

能
登
の
避
難
所
と
、
4
月
の
台

湾
花
蓮
地
震
直
後
の
避
難
所
を

見
た
だ
け
で
も
彼
我
の
差
は
明

ら
か
で
あ
る
。
日
本
の
場
合

は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
前
の

水
準
ま
で
押
し
戻
さ
れ
た
と
の

指
摘
も
あ
る
。

　
能
登
半
島
地
震
の
死
亡
者
数

は
9
月
3
日
時
点
で
3
3
7
人

に
達
し
、
う
ち
関
連
死
が
1
1

0
人
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
数

は
今
後
も
増
え
る
見
込
み
で
あ

る
。
数
千
年
に
一
度
の
直
下
型

地
震
に
伴
う
振
動
と
津
波
が
起

こ
り
、
珠
洲
市
で
全
世
帯
の
7

割
、
輪
島
市
で
6
割
の
住
家
が

全
壊
お
よ
び
半
壊
の
被
害
を
受

け
た
。
死
亡
原
因
の
多
く
が
圧

死
や
窒
息
死
で
あ
っ
た
が
、
震

災
関
連
死
は
劣
悪
な
避
難
状
況

の
中
で
の
凍
死
や
病
死
が
多

く
、
こ
ち
ら
は
人
災
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。

　
初
動
体
制
が
遅
れ
た
の
は
正

月
や
道
路
の
寸
断
と
い
っ
た
要

因
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。

石
川
県
が
道
路
の
啓
開
計
画
を

立
て
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
な

く
、
市
町
村
合
併
政
策
に
よ
っ

て
公
務
員
の
数
が
市
町
で
3
割

以
上
減
少
し
て
い
る
ほ
か
、
県

の
土
木
職
員
も
4
分
の
1
近
く

減
少
し
て
い
た
こ
と
も
大
き

い
。
小
泉
純
一
郎
内
閣
以
降
の

新
自
由
主
義
的
構
造
改
革
が
災

害
へ
の
対
応
力
を
弱
め
て
い
る

の
で
あ
る
。

8
月
に
被
災
地
を
調
査
し
た

が
、
依
然
と
し
て
瓦
礫
の
処
理

が
進
捗
せ
ず
、
公
費
解
体
も
3

割
で
着
工
し
て
い
る
程
度
で

あ
っ
た
。
仮
設
住
宅
の
建
設
は

進
ん
で
い
る
も
の
の
、

当
初
8
月
末
完
了
だ
っ

た
も
の
が
、
10
月
末
に

ず
れ
込
む
と
い
う
。
し

た
が
っ
て
避
難
所
は
年

内
ま
で
置
く
必
要
が
あ

る
が
、
馳
知
事
は
9
月

に
入
っ
て
避
難
所
は
原

則
9
月
末
に
解
消
す
る

と
表
明
し
た
。
8
月
に

「
所
得
が
低
い
人
が
避

難
所
に
滞
留
す
る
傾
向

に
あ
る
」
と
、
避
難
者

蔑
視
の
発
言
を
し
、
ひ

ん
し
ゅ
く
を
買
っ
た
ば

か
り
で
あ
っ
た
の
に
。

　
私
は
、
災
害
へ
の
対

応
、
復
興
に
あ
た
っ
て
は
、
日

本
国
憲
法
が
基
本
に
置
か
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。
こ
れ
は
、
東
日
本
大
震
災

の
際
に
、
住
民
の
健
康
被
害
と

生
活
復
興
の
た
め
に
命
を
賭
し

て
国
と
東
京
電
力
を
相
手
に

闘
っ
た
福
島
県
浪
江
町
長
の
馬

場
有
氏
（
故
人
）
か
ら
学
ん
だ

こ
と
で
あ
る
。

　
馬
場
町
長
は
、
と
り
わ
け
第

13
条
の
幸
福
追
求
権
、
第
25
条

の
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度

の
生
活
を
営
む
権
利
、
そ
し
て

第
29
条
に
あ
る
財
産
権
が
重
要

で
あ
る
と
し
た
が
、
そ
の
視
点

か
ら
見
る
な
ら
ば
、
被
災
8
カ

月
後
の
能
登
半
島
被
災
地
は
違

憲
状
態
に
あ
る
と
言
え
る
。

　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な

事
態
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
な
の

か
。
私
は
、
国
や
県
の
姿
勢
が

決
定
的
に
問
題
だ
と
考
え
て
い

る
。
政
府
サ
イ
ド
か
ら
は
、
発

災
直
後
か
ら
「
復
興
よ
り
も
移

住
促
進
」「
選
択
と
集
中
で
中

心
都
市
に
移
住
を
」
と
い
う

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
な
さ
れ
、
4

月
の
財
政
制
度
等
審
議
会
の
分

科
会
で
は
、
今
後
の
復
旧
・
復

興
に
あ
た
っ
て
は
、
財
政
コ
ス

ト
を
念
頭
に
集
約
的
な
ま
ち
づ

く
り
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
報

告
ま
で
ま
と
め
た
。
あ
る
被
災

自
治
体
の
復
興
担
当
者
に
ヒ
ア

リ
ン
グ
し
た
と
こ
ろ
、
現
に
復

旧
・
復
興
に
関
わ
る
補
助
率
が

従
来
よ
り
も
削
減
さ
れ
て
お

り
、
と
て
も
厳
し
い
状
況
に
あ

る
と
い
う
。

　
ま
た
、
復
旧
の
前
提
に
な
る

公
費
解
体
は
、
被
災
者
の
罹
災

証
明
等
の
申
請
を
必
要
と
す

る
。
だ
が
、
国
と
県
が
い
ち
早

く
二
次
避
難
所
へ
の
避
難
を
指

示
し
、
多
く
の
住
民
が
県
内
外

の
宿
泊
施
設
に
バ
ラ
バ
ラ
に
移

動
し
た
。
そ
こ
で
も
、
北
陸
新

幹
線
の
敦
賀
延
伸
に
伴
う
観
光

客
招
致
の
た
め
に
半
ば
強
制
的

に
他
所
へ
の
移
動
を
要
請
さ
れ

た
。
移
動
先
は
全
て
自
己
責
任

で
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
被
災
地
自
治
体
は
避
難
者

の
移
動
先
を
把
握
で
き
ず
、
被

災
者
は
公
費
解
体
の
申
請
も
で

き
な
い
状
態
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
公
費
解
体
に
は
、

壊
れ
た
自
宅
等
か
ら
重
要
な
品

物
を
取
り
出
す
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の

一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入

れ
に
つ
い
て
は
当
初
、
道
路
事

情
が
悪
く
県
が
制
限
し
た
。
し

か
し
、
交
通
事
情
が
改
善
し
た

8
月
段
階
に
お
い
て
も
、
県
が

窓
口
を
一
本
化
し
て
管
理
、
規

制
し
て
お
り
、
現
地
で
は
ま
っ

た
く
足
り
て
い
な
い
状
況
が
現

在
も
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
石
川
県
は
復
旧
・
復
興
本
部

会
議
を
設
置
し
、「
創
造
的
復

興
プ
ラ
ン
」
を
策
定
す
る
作
業

を
開
始
し
、
6
月
に
決
定
し

た
。
2
月
の
会
議
の
際
に
馳
知

事
が
「
創
造
的
復
興
」
策
と
し

て
強
調
し
た
の
は
、
奥
能
登
4

病
院
を
再
編
統
合
し
た
能
登
空

港
病
院
構
想
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
3
月
の
会
議
で
は
「
災
害
と

国
防
の
一
体
化
」
を
掲
げ
、
自

衛
隊
の
輪
島
駐
屯
地
や
能
登
空

港
の
国
防
機
能
強
化
を
示
唆
す

る
発
言
を
あ
え
て
知
事
は
行
っ

て
い
る
。
さ
す
が
に
反
発
も
強

く
、
6
月
策
定
の
最
終
プ
ラ
ン

で
は
、
マ
イ
ル
ド
な
表
現
に

な
っ
て
い
る
が
、
本
音
は
隠
し

よ
う
が
な
い
と
言
え
る
。
こ
れ

で
は
棄
民
政
策
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
馳
知
事

が
独
自
に
考
案
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
上
記
会
議
体
の
構
成
メ

ン
バ
ー
は
国
か
ら
の
派
遣
組
や

す
で
に
石
川
県
の
部
長
級
ポ
ス

ト
に
出
向
し
て
い
た
国
の
官
僚

が
多
数
を
占
め
、
復
興
プ
ラ
ン

に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

活
用
や
遠
隔
診
療
、
病
院
統
廃

合
と
い
っ
た
各
省
庁
が
推
進
し

た
い
メ
ニ
ュ
ー
が
並
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
現
場
の
医
療
・
福

祉
関
係
者
や
患
者
、
そ
し
て
被

災
者
の
現
状
や
要
望
と
か
け
離

れ
た
惨
事
便
乗
型
の
復
興
プ
ラ

ン
だ
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
被

災
者
や
被
災
地
の
生
活
全
体
を

ど
の
よ
う
に
復
旧
・
復
興
す
る

の
か
と
い
う
展
望
は
示
さ
れ
て

い
な
い
し
、
危
険
な
状
態
と

な
っ
た
志
賀
原
発
の
廃
炉
に
つ

い
て
も
一
切
語
ら
れ
て
い
な
い
。

　
さ
ら
に
復
興
計
画
づ
く
り
の

会
議
体
に
は
、
被
災
住
民
の
代

表
で
あ
る
市
町
長
は
入
っ
て
い

な
い
、
ま
さ
に
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

的
な
仕
組
み
で
あ
る
。
ち
ょ
う

ど
国
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の

補
充
的
指
示
権
を
認
め
る
地
方

自
治
法
改
正
が
強
行
さ
れ
た
時

期
の
こ
と
で
あ
り
、
被
災
地
で

そ
の
先
取
り
が
な
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
。

　
現
場
の
実
情
を
見
な
い
復

旧
、
復
興
策
は
、
被
災
地
の
地

域
社
会
の
再
生
、
被
災
者
の
生

活
再
建
に
は
つ
な
が
ら
な
い
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
復
興

の
歴
史
が
示
し
て
い
る
。
今

後
、
首
都
直
下
地
震
や
南
海
ト

ラ
フ
地
震
が
確
実
視
さ
れ
る
中

で
、
財
政
的
な
理
由
と
居
住
地

の
差
異
を
も
っ
て
人
の
命
に
差

別
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、
決
し

て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

ま
し
て
や
軍
事
費
を
最
優
先

し
、
被
災
地
の
復
興
予
算
を
削

減
し
て
良
し
と
す
る
こ
と
は
憲

法
の
理
念
と
は
真
っ
向
か
ら
対

立
す
る
。
憲
法
に
基
づ
く
「
人

間
の
復
興
」
こ
そ
が
、
い
ま
求

め
ら
れ
て
い
る
道
で
あ
る
。

珠
洲
市
内
で
筆
者
撮
影

（
2
0
2
4
年
8
月
21
日
）

定員15人
（要申込）

は
（
Ⅱ
）
を
算
定
し
た
月
に
お

い
て
は
、
特
定
疾
患
処
方
管
理

加
算
は
算
定
で
き
な
い
と
の
解

釈
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

能登半島地震の復旧・復興めぐる対抗軸
優先すべきは憲法に基づく人間の復興
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医
療
系
の
マ
ナ
ー
研
修
会
に

参
加
し
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た

の
で
、
座
学
の
時
間
が
多
そ
う

な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
参
加
し

た
の
で
す
が
、
実
践
的
な
ロ
ー

ル
プ
レ
イ
や
今
の
自
分
に
生
か

せ
そ
う
な
情
報
が
多
く
得
ら

れ
、
と
て
も
充
実
し
た
2
時
間

で
し
た
。

　
今
回
の
研
修
で
特
に
印
象
に

残
っ
た
こ
と
が
2
点
あ
り
ま

す
。
あ
い
さ
つ
の
仕
方
と
、
表

情
だ
け
で
相
手
に
気
持
ち
を
伝

え
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
で
し
た
。

ま
ず
あ
い
さ
つ
と
は
「
心
を
開

き
相
手
に
迫
る
も
の
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
第
一
歩
」
だ

と
教
わ
り
ま
し
た
。
出
勤
時
退

勤
時
、
患
者
さ
ん
、
先
生
、
同

　
自
転
車
を
電
車
に
乗
せ
る
。
便
利

だ
ろ
う
け
れ
ど
も

　
「
考
え
る
だ
け
で
も
、
面
倒
」

　
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
手

間
を
言
い
ま
す
。

　
ま
ず
軽
さ
で
す
。

　
自
転
車
は
生
物
の
よ
う
に
、
い
ろ

い
ろ
な
方
向
に
進
化
を
遂
げ
て
い
ま

す
。
荷
物
用
自
転
車
、
家
庭
用
の
マ

マ
チ
ャ
リ
、
子
ど
も
用
自
転
車
、
折

り
た
た
み
自
転
車
、
軽
快
車
等
々
。

　
輪
行
に
は
「
軽
い
。
速
い
」
方
向

に
進
化
し
た
軽
快
車
（
ロ
ー
ド
バ
イ

ク
、
シ
テ
ィ
バ
イ
ク
、
ク
ロ
ス
バ
イ

ク
…
）
を
使
い
ま
す
。
輪
が
細
く
て

大
き
い
。
重
量
も
漕
ぎ
も
軽
い
。

　
ち
な
み
に
私
が
使
っ
て
い
る
自
転

車
は
、
前
2
段
、
後
9
段
切
り
替
え

の
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
。
重
さ
は
約
10
㎏

メ
ッ
ト
で
し
た
。

　
サ
ン
グ
ラ
ス
、
手
袋
、
ラ
イ
ト
、

レ
ン
チ
、
自
転
車
の
鍵
は
必
須
で

す
。

　
そ
の
他
に
地
図
、
日
本
手
ぬ
ぐ

い
、
薄
い
軍
手
を
用
意
し
ま
す
が
、

持
ち
物
は
全
て
自
分
の
肩
に
か
か
っ

て
く
る
の
で
最
小
限
に
し
ま
す
。
人

里
を
走
る
の
で
日
常
品
は
買
い
足
し

が
で
き
ま
す
。
登
山
と
違
っ
て
自
動

販
売
機
や
コ
ン
ビ
ニ
を
当
て
に
し
ま

す
。

　
私
は
フ
ロ
ン
ト
バ
ッ
グ
に
Ｂ
6
判

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
も
備
え
て
い
ま

す
。
車
の
運
転
も
そ
う
で
す
が
、
走

り
始
め
る
と
な
か
な
か
休
息
を
取
る

気
に
な
れ
ま
せ
ん
。
折
々
に
自
転
車

を
停
め
て
、
わ
ざ
と
ス
ケ
ッ
チ
を
し

ま
す
。
無
理
矢
理
休
み
、
疲
れ
が
出

な
い
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

筒
ケ
ー
ジ
に
固
定
し
ま
す
。
面
倒
は

こ
れ
だ
け
で
す
。

　
自
転
車
と
袋
さ
え
あ
れ
ば
出
発
で

き
ま
す
が
、
実
際
の
輪
行
に
必
要
な

も
の
が
少
し
だ
け
あ
り
ま
す
。

　
ヘ
ル
メ
ッ
ト
。
以
前
に
物
集
女
街

道
で
転
倒
し
た
時
、
私
の
耳
元
で

「
ガ
ン
」
と
大
き
な
音
を
立
て
て
身

代
わ
り
に
な
っ
て
く
れ
た
の
は
ヘ
ル

で
す
。
購
入
当
時
17
万
円
で
し
た
。

袋
に
収
納
す
る
と
、
発
車
間
際
の
電

車
に
向
か
っ
て
担
い
だ
ま
ま
走
る
こ

と
も
で
き
ま
す
（
も
っ
と
軽
い
カ
ー

ボ
ン
車
が
う
ら
や
ま
し
い
）。

　
次
に
簡
単
さ
で
す
。

　
軽
快
車
は
前
輪
と
後
輪
を
簡
単
に

（
工
具
な
し
で
ガ
タ
リ
と
）
外
せ
ま

す
。
本
体
の
フ
レ
ー
ム
と
車
輪
を
重

ね
て
専
用
袋
に
収
め
、
肩
紐
を
着
け

る
と
鉄
道
荷
物
が
完
成
で
す
。

　
自
転
車
を
ば
ら
し
て
袋
に
収
め
る

作
業
に
、
私
は
10
分
ほ
ど
か
か
り
ま

す
（
電
車
の
発
車
が
迫
っ
て
い
る
時

な
ど
は
「
待
っ
て
く
れ
ー
」
と
叫
び

た
く
な
り
ま
す
）。
電
車
か
ら
降
り

て
、
自
転
車
を
組
み
立
て
る
の
に
も

10
分
余
り
。
自
転
車
を
包
ん
で
き
た

袋
は
小
さ
く
畳
み
、
チ
ュ
ー
ブ
の
水

山
下
　
元
（
乙
訓
）

遠
く
の
町
へ
。
紀
勢
線
の
一
身
田
駅
舎
に
て

遠
く
の
町
へ
。
紀
勢
線
の
一
身
田
駅
舎
に
て

広
重
東
海
道
五
拾
三
次
白
須
賀
の
汐
見
坂
に
て

広
重
東
海
道
五
拾
三
次
白
須
賀
の
汐
見
坂
に
て

輪 行 散 歩 の 実 際輪 行 散 歩 の 実 際

題
の
絵
・
挿
絵
も
筆
者

接遇マナー研修・初級編 参加記

　
協
会
は
接
遇
マ
ナ
ー
研
修
会
（
初
級
編
）
を
7
月
18
日
に
開
催
。
19

医
療
機
関
24
人
が
参
加
し
た
。
講
師
は
㈱
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
・
Ｓ
Ｉ
Ｑ
協
会

の
米
谷
徳
恵
氏
。
以
下
、
参
加
記
を
掲
載
す
る
。

医療法人究理堂小石医院（中京西部）　塚脇 はるな

あいさつはここまで変わる
相手を見て「おはようございます」

僚
へ
の
あ
い
さ
つ
は
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
意
識
を
し
た

あ
い
さ
つ
が
で
き
て
い
た
か
と

言
え
ば
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
っ
か
り
相
手
の
顔
を
見

て
言
う
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま

す
」
と
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
を
見

な
が
ら
言
う
「
お
は
よ
う
ご
ざ

い
ま
す
」
は
印
象
が
全
く
違
い

ま
す
。
講
師
の
方
の
丁
寧
な
あ

い
さ
つ
を
し
て
か
ら
の
お
辞
儀

は
見
て
い
て
と
て
も
気
持
ち
の

良
い
も
の
で
し
た
。
あ
い
さ
つ

だ
け
で
こ
こ
ま
で
相
手
へ
の
印

象
が
変
わ
る
の
だ
と
驚
き
ま
し

た
。
研
修
に
参
加
し
て
い
る
方

々
の
意
識
も
、
こ
の
あ
い
さ
つ

の
練
習
を
繰
り
返
す
う
ち
に
変

わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
え
ま

し
た
。

　
次
に
、
前
後
に
座
っ
て
い
る

参
加
者
同
士
で
行
う
「
言
葉
を

使
わ
ず
に
表
情
だ
け
で
気
持
ち

を
伝
え
る
」
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を

し
ま
し
た
。
お
題
に
添
っ
た
表

情
を
し
て
相
手
に
気
持
ち
を
伝

え
る
の
で
す
が
、
上
手
く
伝
え

る
の
が
難
し
く
、
特
に
「
本
当

で
す
か
？
」
や
「
な
ん
で
？
」

と
い
っ
た
疑
問
の
表
情
は
な
か

な
か
伝
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

マ
ス
ク
を
し
て
い
る
状
態
で
は

書類の受け渡しも丁寧に

な
お
さ
ら
伝
わ
り
に
く
い
で

し
ょ
う
。
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
と

丁
寧
さ
を
感
じ
る
所
作
が
大
切

な
の
だ
と
特
に
印
象
に
残
り
ま

し
た
。

　
以
前
テ
ー
マ
パ
ー
ク
で
8
年

間
働
い
て
い
た
私
は
、
接
客
ス

キ
ル
を
学
び
、
お
客
様
を
笑
顔

に
し
た
上
で
業
務
の
効
率
化
を

図
る
こ
と
を
意
識
し
て
仕
事
に

臨
ん
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

接
遇
研
修
に
参
加
す
る
こ
と
で

今
ま
で
や
っ
て
き
た
接
客
だ
け

で
は
な
く
、
患
者
さ
ん
に
寄
り

添
っ
た
「
接
遇
」
が
大
切
な
の

だ
と
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　
今
後
は
研
修
で
得
た
知
識
を

生
か
し
、
医
療
接
遇
の
基
本
姿

勢
「
傾
聴
の
姿
勢
」
を
大
切
に

し
て
患
者
さ
ん
に
よ
り
良
い
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
い
た

だ
け
る
よ
う
頑
張
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

▲ 民医連中央病
院・松原為人
院長（左）とか
けあしの会・
菅原則夫氏

▲  洛西ニュータ
ウン病院・松
室明義院長（左
から２人目）を
囲んで

宇治徳洲会病
院・増田道彦名
誉院長（右）と
▼

◆月額補償を75万円から150万円に拡大
◆免責期間を124日から30日に短縮
◆ 給付期間10年（60歳から５年）を65歳ま
での補償に※

※ 免責期間30日終了から65歳までの期間が３年に満た
ない場合は３年。免責期間終了翌日から341日まで
は給付金額の20％、342日目から給付金額100％の
お支払い

協会の休業補償制度制度
2025年１月１日
から長期障害所得
補償保険（GLTD）
が充実

大盛況の物産展 東日本大震災復興支援を再開
　協会は2011年に起きた東日本大震災の復興プ
ロジェクト・かけあしの会（岩手県宮古市）が主
催する被災地支援物産展を2017年から支援して
います。コロナ禍を経て、この度再開し、７月25
日に京都民医連中央病院、26日に宇治徳洲会病
院、29日に洛西ニュータウン病院に協力いただ
きました。
　患者さんやスタッフの方が買い物を楽しみ、大
盛況でした。当日は能登半島地震の支援募金も呼
びかけました（集まった募金は日本赤十字社を通
して８月１日付で寄付）。

物産展開催の協力医療機関を募集中
　院内や駐車場などのスペースで設営します。
お問い合わせは京都府保険医協会まで。

10月のレセプト受取・締切
基
金・国
保
（※）

８日
（火）

９日
（水）

10日
（木）

― ○ ○◎
○は受付会場設置日、◎は締切日

受付時間：基金９時～17時30分
　　　　　国保９時～17時
　　　　　労災８時30分～17時15分
業務時間：基金９時～17時30分
  　　　　国保８時30分～17時15分
　　　　　労災８時30分～17時15分
（※）オンライン請求　５～７日 ８時～21時
　　　　　　　　　　 ８～10日 ８時～24時

労
災
締
切
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新規陽性者数７日間データ

京都府の新型コロナウイルス感染症の発生動向

厚労省オープンデータ（2020/1/26～2023/5/7）、
札幌医科大学「7日間の新規感染者数推定値」（2023/5/8～）より京都府保険医協会作成

１医療機関定点当たり感染者数

８月12日～
　　18日

８月19日～
　　25日

８月26日～
９月１日

8.34人 7.17人 6.33人

厚労省データに基づく

2 0 2 4 年 (令和 6年) 9 月 2 5 日第 3 1 7 8 号 京 都 保 険 医 新 聞 (4)毎月10日･25日発行
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